
 

 

 
 

 

○重 総合目標５：我が国経済の健全な発展に資するよう、地球的規模の問題への対応を含む国

際的な協力等に積極的に取り組むことにより、世界経済の持続的発展、国際金

融システムの安定及びそれに向けた制度強化、アジアにおける地域協力の強化、

開発途上国の経済社会の発展、国際貿易の秩序ある発展を目指すとともに、日

本企業の海外展開支援等（成長戦略）も推進する 

 

１．総合目標の内容 

経済のグローバル化が進む中で、通貨に対する信認を確保しつつ、我が国経済の健全な発展

を実現するためには、国際金融システムを安定させ、強固で持続可能かつ均衡ある世界経済の

成長を生み出すとともに、保護主義に陥ることなく国際貿易の秩序ある発展を図ることが重要

となっています。また、貧困や地球環境問題、テロ・大量破壊兵器の拡散といった問題にも国

際社会が協力して積極的に取り組む必要があります。我が国は、こうした国際的協力において

主体的な役割を果たしていきます。特に、急速な成長を遂げているアジア地域において、環境

やインフラ分野等で我が国の固有の強みを生かすこと等により、アジア全体の活力ある発展を

さらに着実なものとしつつ、日本企業の海外展開支援等も推進することで、アジア等の成長を

日本の成長に結実させていきます。 

 

２．目標達成のための取組 

上記の目標を達成するために、以下のとおり取り組みました。 

（施策） 

  総５－１ 世界経済の持続的発展等に向けた国際的な協力への取組 

  総５－２ 国際貿易の秩序ある発展に向けた国際的な協力への取組 

 

〔施 策：総５－１：世界経済の持続的発展等に向けた国際的な協力への取組〕 

(1) 世界経済の持続的発展や国際金融システムの安定に向けた国際的な取組への参画 

イ 国際金融システムの安定（Ｇ20、Ｇ７等を通じた取組） 

  我が国は、世界経済の持続的発展や国際金融システムの安定に向けた取組に関し、

Ｇ20やＧ７等における国際的な議論に積極的に参画しました。 

 ４月18日、19日、７月19日、20日のＧ20では財政健全化等に関する活発な議論を行

い、９月５日、６日にサンクトペテルブルクにて開催されたＧ20サンクトペテルブル

ク・サミットでは、我が国から８月８日に策定した中期財政計画の説明を行い、首脳

宣言においては日本を含め「全ての先進国は、信頼に足る意欲的な各国個別の中期的

な財政戦略を策定した」と明記されました。12月にはＧ20の議長国（2014年）がオー

ストラリアとなり、平成26年11月のＧ20ブリスベン・サミットに向けて、Ｇ20として

の「包括的な成長戦略」を策定していくこととしています。２月22日、23日のＧ20で

は、日本が成長戦略を強力に推進していることを説明し、「包括的な成長戦略」の策

定作業に弾みをつけることができ、コミュニケでも「今後５年間で、我々全体のＧＤ

Ｐを現行の政策により達成される水準よりも２％以上引き上げることを目指し、野心

― 173 ―



 

 

 

的だが現実的な政策を策定する」ことが合意されました。また、ウクライナについて

は、平成26年３月３日に対ウクライナ経済支援に関するＧ７財務大臣声明が発出され、

Ｇ７として「ウクライナに対して強力な金融支援を提供すること」を確認しました。 

外国為替市場の安定に向けた取組に関しては、Ｇ20サンクトペテルブルク・サミッ

ト首脳宣言（平成25年９月６日）において、「市場で決定される為替レート」や「為

替の柔軟性」の重要性が確認されるとともに、「通貨の競争的な切り下げを回避す

る」、「競争力のために為替レートを目的とはしない」との共通認識を確認しました。

また、Ｇ７やＧ20等の国際会議において、国際金融市場の動向や各国の対応等に関し

て議論を行いました。 

資金洗浄、テロ資金対策及び大量破壊兵器拡散防止等の促進に関しては、我が国は、

Ｇ７や、ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）における取組等へ積極的に参画しました。ま

た、北朝鮮やイランの核開発等に対しては、国連安保理決議又は主要国との国際協調

により、外為法に基づく資産凍結等の措置を引き続き実施しました。 

    ロ ＩＭＦ改革 

平成25年度においては、我が国は2010年に合意されたクォータ・ガバナンス改革や

その後の第15次クォータ見直しの進展に向けて、Ｇ20やＩＭＦ理事会等での議論に積

極的に貢献しました。第15次クォータ見直しについては、2014年１月までに見直しを

完了することとされていましたが、2010年改革の発効の遅延に伴い、平成26年２月の

ＩＭＦ総務会決議にて、2015年１月まで検討期限を延長することを決定しました。ま

た、ＦＣＬ（フレキシブル・クレジットライン）等の危機予防のための融資制度の見

直しといったＩＭＦの機能強化等に関する議論にも、我が国は積極的に参画しました。 

 

(2) アジアにおける地域金融協力の推進 

イ ＡＳＥＡＮ＋３財務大臣プロセスにおける地域金融協力の取組 

チェンマイ・イニシアティブ（ＣＭＩＭ）については、その実効性を高めるべく、

規模の増額を含む現行の危機対応機能の強化及び危機予防機能を柱とする強化策に基

づき、平成25年５月開催のＡＳＥＡＮ＋３財務大臣・中央銀行総裁会議において改訂

版ＣＭＩＭ契約書に合意し、各国で承認手続き中です。また、改訂版ＣＭＩＭ契約書

を踏まえた実務ガイドラインの改訂作業に取り組み、ＣＭＩＭの機能強化を進展させ

ました。また、域内の経済監視を行う常設機関であるＡＳＥＡＮ＋３マクロ経済リサ

ーチオフィス（ＡＭＲＯ）に関して、国際機関化に向けたＡＭＲＯ協定案に合意する

とともに、ＡＭＲＯの更なる組織強化に取り組みました。 

我が国は、アジア債券市場育成イニシアティブ（ＡＢＭＩ）にも積極的に取り組ん

でおり、信用保証・投資ファシリティ（ＣＧＩＦ）による保証案件の組成や保証可能

規模の拡大、債券上場時の書類及び手続きの共通化に向けた検討等を共同議長国とし

て推進しました。 

 

ロ ＡＰＥＣの枠組みにおける地域金融協力の取組 

平成25年９月のＡＰＥＣ財務大臣会合（インドネシア・バリ）において、我が国は、
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官民パートナーシップを活用したインフラ投資や市場の不安定期における調整政策等、

アジア・太平洋地域における経済・金融分野の協力について積極的に議論に参画しま

した。 

 

ハ 二国間における金融協力等 

二国間金融協力に関しては、インドとの間で、平成26年１月に二国間通貨スワップ

の拡充取極を締結しました。ＡＳＥＡＮ各国との関係では、平成25年５月に日－ＡＳ

ＥＡＮ財務大臣・中央銀行総裁会議を開催し、二国間の金融協力を強化していくこと

としました。平成25年12月には、インドネシアとの二国間通貨スワップの拡充取極を

締結するとともに、フィリピン、シンガポールとの間の二国間通貨スワップを拡充・

再締結することで基本合意しました。また、現地通貨建て資金供給の促進に貢献する

等、地域金融協力の強化に取り組みました。 

 

(3) 開発途上国の経済社会の発展 

途上国支援に関しては、円借款の効率的・戦略的な活用に取り組み、平成25年４月には

「円借款の戦略的活用のための改善策」を公表し、これに基づいて、様々な改善を実施し

てきました。また、国際開発金融機関（ＭＤＢｓ）を通じた支援に関して、我が国は主要

出資国として、業務運営に積極的に参画し、これらの機関と連携して支援を行っています。 

イ 途上国支援 

我が国は、ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の達成等に向けて、積極的に途上国支

援に取り組みました。途上国にとって必要不可欠な経済・社会インフラの整備等のた

めの有償資金協力を積極的に行ったほか、円借款の効率的・戦略的な活用に取り組み、

平成25年４月には「円借款の戦略的活用のための改善策」を公表し、これに基づいて、

様々な改善を実施してきました。 

平成25年６月に開催された第５回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅤ）に際しては、

アフリカの民間セクター主導の成長促進やインフラ整備の促進を支援するため、国際

協力銀行（ＪＢＩＣ）に「アフリカ貿易投資促進ファシリティ（ＦＡＩＴＨ）」を創

設しました。 

ロ 国際開発金融機関（ＭＤＢｓ）の強化に関する取組 

国際開発金融機関（ＭＤＢｓ：世界銀行グループ、アジア開発銀行、米州開発銀行、

アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行）は、途上国の開発支援のため、加盟国からの

出資を基に市場からの資金調達を行い、これを原資として長期開発資金の融資等を行

っています。また、欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）以外での機関では、ＭＤＢｓ本体

とは別に、低所得国向けに、先進国等の資金拠出を受けて、超長期･低利の融資やグ

ラントを供与するウインドウも設けられています。 

平成25年度は、世界銀行グループの一機関で、世界で最も貧しい国々に超長期・低

利の融資及び贈与等を提供する機関である国際開発協会（ＩＤＡ）の３年に一度の増

資の年に当たります。今回の増資において、我が国は従来の出資による貢献に加え、

新たに融資による貢献方式の導入に積極的に関与を行い、ドナー各国が厳しい財政事
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情にある中でもＩＤＡが必要としている資金量を確保することに貢献しました。 

また、平成25年６月に、第５回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅤ）が横浜で開催さ

れました。会議期間中、我が国は、世界銀行及びアフリカ開発銀行の信託基金を通じ

た支援を表明しました。安倍総理は、キム世界銀行総裁及びカベルカ・アフリカ開発

銀行総裁とそれぞれ面会し、各総裁から、これまでの我が国の協力に対して謝意が示

されました。 

平成26年２月、我が国は世界銀行とともに、途上国の防災への取組みを後押しする

「日本－世界銀行防災共同プログラム」を開始し、当プログラムの中核を担う機関と

して、世界各地の防災拠点を結び、日本の知見を発信する「世界銀行東京防災ハブ」

を世銀東京事務所に設置する等、防災への取組を強化しています。 

ハ 地球環境保全に向けた開発途上国の取組支援 

気候変動や、生物多様性の危機等、将来の世代に重大な影響を及ぼすような地球環

境問題が、国際的に大きな課題として取り上げられるようになっています。財務省は、

外務省などの関係省庁と緊密に連携して、これらの影響に脆弱な開発途上国等におけ

る環境の保全のため、二国間・多国間の協力を進めました。 

二国間の協力としては、気候変動対策に取り組んでいる途上国（ベトナム）に対し

て、国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じて気候変動対策円借款の供与を行った他、国際

協力銀行（ＪＢＩＣ）を活用して環境投資を支援しました。 

多国間の協力としては、緑の気候基金（ＧＣＦ）の詳細設計の議論に参加したほか、

地球環境ファシリティ（ＧＥＦ）及び気候投資基金（ＣＩＦ）を通じた支援に積極的

に参画しました。 

 

(4) アジア経済の発展と日本企業の海外展開支援等の推進 

近年のアジア諸国の急速な成長を踏まえ、我が国のアジア市場における取引活動を拡大

し、アジアの内需を日本の内需として取り込むことにより、我が国自身の成長機会を創出

することが重要となっており、財務省は、関係省庁と連携しつつ積極的に推進してきまし

た。 

日本企業の海外展開をファイナンス面から支援すべく、ＳＴＥＰ（本邦技術活用条件）

制度案件の推進を含む、円借款の一層の積極的な活用に取り組みました。また、平成23年

８月に開始された国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の「円高対応緊急ファシリティ」が平成25年

３月末で期限を迎えたことを踏まえ、これを発展的に改編し、日本企業の海外展開支援を

より一層推進する観点から、支援の対象分野を拡大した「海外展開支援融資ファシリティ」

を平成25年４月から開始しました。日本企業の海外展開支援については、「日本再興戦略」

においても重要な柱の一つとされており、「海外展開支援出資ファシリティ」と「海外展

開支援融資ファシリティ」を車の両輪として推進してきました。 

 

〔施 策：総５－２ 国際貿易の秩序ある発展に向けた国際的な協力への取組〕 

平成13年に開始されたＷＴＯドーハ・ラウンド交渉については、全体として合意に至る

ことが容易でない状況が続いていましたが、平成25年12月に開催された第９回ＷＴＯ閣僚会
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議において、交渉対象分野の一部（貿易円滑化、農業分野の一部、開発）に関する合意であ

る「バリ・パッケージ」が妥結しました。 

このうち特に貿易円滑化については、財務省が我が国の首席交渉官として交渉の妥結に

貢献しました。この分野に関する今回の合意内容は、税関手続の迅速化や貿易規則の透明性

の向上等を図るものであり、これにより貿易取引の時間とコストの削減を通じた貿易・投資

の拡大が期待されます。また、今後所要の手続を経て貿易円滑化協定として締結されれば、

ＷＴＯ設立後、初の全加盟国による多国間協定となるため、難航するドーハ・ラウンド交渉

の活性化にもつながるものと期待されます。 

 

 なお、世界経済の動向等に係る参考指標は以下のとおりです。 

 

(1) 世界経済の動向 

    最近の世界経済の動向は以下のとおりです。 

 

○参考指標 総5-1：最近の世界経済動向 

 

（出所）ＩＭＦ “World Economic Outlook”（2014.４） 

       （http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx） 

  

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

世界 3.9 3.2 3.0 3.6 4.9 3.9 3.6 3.5 n/a n/a n/a n/a 370.6 341.9 403.4 486.8

日本 -0.5 1.4 1.5 1.4 -0.3 0.0 0.4 2.8 4.6 4.3 4.0 3.9 119.3 60.4 34.3 57.2

米国 1.8 2.8 1.9 2.8 3.1 2.1 1.5 1.4 8.9 8.1 7.4 6.4 -457.7 -440.4 -379.3 -391.1

ドイツ 3.4 0.9 0.5 1.7 2.5 2.1 1.6 1.4 6.0 5.5 5.3 5.2 248.3 255.3 273.5 284.6

フランス 2.0 0.0 0.3 1.0 2.3 2.2 1.0 1.0 9.6 10.2 10.8 11.0 -49.0 -57.1 -44.2 -48.7

英国 1.1 0.3 1.8 2.9 4.5 2.8 2.6 1.9 8.1 8.0 7.6 6.9 -36.0 -92.7 -84.6 -77.1

ユーロ圏 1.6 -0.7 -0.5 1.2 2.7 2.5 1.3 0.9 10.2 11.4 12.1 11.9 109.2 246.0 366.0 391.6

中国 9.3 7.7 7.7 7.5 5.4 2.7 2.6 3.0 4.1 4.1 4.1 4.1 136.1 193.1 188.7 224.3

新興アジア 7.9 6.7 6.5 6.7 6.5 4.6 4.5 4.5 n/a n/a n/a n/a 97.4 104.1 145.2 177.5

中南米 4.6 3.1 2.7 2.5 6.6 5.9 6.8 n/a n/a n/a n/a n/a -79.4 -107.1 -153.3 -154.1

CIS諸国 4.8 3.4 2.1 2.3 10.1 6.5 6.4 6.6 n/a n/a n/a n/a 108.1 67.7 20.5 50.2
サハラ以南
アフリカ 5.5 4.9 4.9 5.4 9.4 9.0 6.3 6.1 n/a n/a n/a n/a -11.9 -34.2 -47.2 -49.9

実質GDP成長率
（％）

消費者物価上昇率
（％）

失業率（％）
経常収支
（10億ドル）

― 177 ―



 

 

 

○参考指標 総5-2：欧州における国債市場の動向 

 
 

(2) テロリスト等に対する我が国による資産凍結措置対象者数 

○参考指標 5-3：テロリスト等に対する我が国による資産凍結措置対象者数 

※ 参考指標 6-1-8：テロリスト等に対する我が国による資産凍結措置対象者数（Ｐ151に

掲載） 

テロリスト等に対する我が国による資産凍結措置対象者数は、平成25年度末現在、合計

440個人・団体となっています。 

 

(3) 途上国の貧困状況 

    １日1.25ドル以下で生活する人口が1999年の1,743百万人から2010年には1,215百万人に

減少する見込みとなっている等、開発途上国全体の貧困削減に関しては改善が見られます

が、地域的な進捗状況は一様ではありません。 

 

○参考指標 総5-4：途上国の貧困削減状況 

１日1.25ドル以下で生活している人口（数）           （単位：百万人） 

 1999年 2002年 2005年 2008年 2010年(注)

東アジア・太洋州 656 523 332 284 251

南アジア 619 640 598 571 507

欧州・中央アジア 18 11 6 2 3

中東・北アフリカ 14 12 10 9 8

サブサハラ・アフリカ 376 390 395 399 414

中南米 60 63 48 37 32

合  計 1,743 1,639 1,389 1,302 1,215

（出所）世界銀行 World Development Indicators 2014 

― 178 ―



 

 

 
 

（http://databank.worldbank.org/data/download/WDI-2013-ebook.pdf） 

(注)2010年は見込み（estimate） 

 

(4) 我が国の貿易動向 

平成25年の我が国の貿易動向に関してみると、輸出については、自動車等の輸出増加等

により、対前年比9.5%増加して69兆7,742億円となりました。一方、輸入については、原

粗油等の輸入増加等により、対前年比14.9％増加して81兆2,425億円となりました。 

この結果、輸出額から輸入額を引いた差引額は、▲11兆4,684億円と３年連続の赤字と

なりました。 

 

○参考指標 総5-5：輸出入額及び貿易バランス（対ＧＤＰ比を含む）の推移 

（単位：億円、％） 

 平成21年 22年 23年 24年 25年 
対前年比

伸率 

輸出額 

（対GDP比）

541,706

(11.5)

673,996

(14.0)

655,465

(13.9)

637,476

(13.4％)

697,742

(14.6％)
9.5％

輸入額 

（対GDP比）

514,994

(10.9)

607,650

(12.6)

681,112

(14.5)

706,886

(14.9％)

812,425

(17.0)
14.9％

差引額 

（対GDP比）

26,712

(0.6)

66,347

(1.4)

▲25,647

(－)

▲69,411

(－)

▲114,684

 (－) 
－

（出所）財務省貿易統計、内閣府ＧＤＰ統計 

（注１）輸出入額の対ＧＤＰ比は、「輸出入額／名目ＧＤＰ」で算出。 

（注２）平成25年の名目ＧＤＰは、第２次速報ベース。 

 

(5) 関税負担率の推移とその国際比較 

関税率の水準を示す代表的な指標としては、関税負担率（関税収入額の総輸入額に対す

る比率）があります。我が国の関税負担率は、国内産業保護の必要性にかんがみ比較的高

い関税率が設定されている品目がある一方で、無税品目も多いため、参考指標 総5-5のと

おり、主要先進国との比較において同等もしくは低い水準となっており、平成24年度にお

いては1.2％となっています。 

 

○参考指標 総5-6：関税負担率の推移とその国際比較          （単位：％） 

年度 平成19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

日 本 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2

米 国 1.5 1.4 1.4 1.6 1.5

Ｅ Ｕ 1.4 1.2 1.4 1.1 1.0

カナダ 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8

オーストラリア 3.0 3.3 2.5 2.8 3.0

韓 国 2.4 2.7 1.9 2.2 2.2

（出所）関税局関税課調 

（注１）年度は各国の会計年度（但し、ＥＵは暦年）。 

（注２）関税負担率＝関税収入額／総輸入額。 

（注３）諸外国の負担率に関しては、ＯＥＣＤ「REVENUE STATISTICS」及び「Monthly Statistics of 
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International Trade」を基に計算したものである。 

（注４）ＥＵの負担率は域外からの輸入額に係るものであり、関税収入額には農産品に対する輸入課徴金を含む。 

なお、ＥＵの2007年までの数値は、ＥＵ加盟国のうち、ＯＥＣＤに加盟している19か国の各年におけ

る関税収入額と域外からの輸入額を用いて計算した関税負担率である。 
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